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駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
及
び
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

一

駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

（

）

（

）

第
三
章

駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
に
対
す
る
特
別
措
置

第
十
条

第
十
七
条

第
三
章

駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
に
対
す
る
特
別
措
置

第
十
条

第
十
八
条

－
－

（
援
護
業
務
）

第
十
八
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
に
、
駐

留
軍
関
係
離
職
者
が
事
業
を
開
始
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
資
金
の
借
入

れ
に
係
る
債
務
の
保
証
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す

る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
業
務
は
、
第
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第

四
号
に
該
当
す
る
駐
留
軍
関
係
離
職
者
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

附

則

附

則

（
第
一
項
及
び
第
二
項

略
）

（
第
一
項
及
び
第
二
項

略
）

（
こ
の
法
律
の
失
効
）

（
こ
の
法
律
の
失
効
）

３

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
年
五
月
十
六
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
た
だ

３

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
五
年
五
月
十
六
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
た
だ

し
、
こ
の
法
律
の
失
効
前
に
第
十
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

し
、
こ
の
法
律
の
失
効
前
に
第
十
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

認
定
を
受
け
た
駐
留
軍
関
係
離
職
者
に
係
る
当
該
認
定
の
効
力
及
び
取
消
し
並

認
定
を
受
け
た
駐
留
軍
関
係
離
職
者
に
係
る
当
該
認
定
の
効
力
及
び
取
消
し
並

び
に
就
職
指
導
及
び
給
付
金
に
関
し
て
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と

び
に
就
職
指
導
及
び
給
付
金
並
び
に
こ
の
法
律
の
失
効
前
に
開
始
さ
れ
た
駐
留

＜
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す
る
。

軍
関
係
離
職
者
に
係
る
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
（
当
該
業
務
が
終

了
す
る
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る

）
に
関
し
て
は
、
な
お
そ
の
効

。

力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

（
以
下

略
）

（
以
下

略
）
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二

国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
九
十
四
号
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
第
一
項

略
）

（
第
一
項

略
）

（
こ
の
法
律
の
失
効
）

（
こ
の
法
律
の
失
効
）

２

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
年
六
月
三
十
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
た
だ

２

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
五
年
六
月
三
十
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
た
だ

し
、
こ
の
法
律
の
失
効
の
際
現
に
手
帳
所
持
者
で
あ
る
者
に
関
し
て
は
、
な
お

し
、
こ
の
法
律
の
失
効
の
際
現
に
手
帳
所
持
者
で
あ
る
者
に
関
し
て
は
、
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
。

そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
以
下

略
）

（
以
下

略
）
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三

社
会
保
険
労
務
士
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
九
号
）

改

正

案

現

行

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

（
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で

略
）

（
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で

略
）

八

駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
五
十
八

八

駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
五
十
八

号
。
第
十
条
の
二
の
規
定
に
限
る

）

号
。
第
十
条
の
二
及
び
第
十
八
条
の
規
定
に
限
る

）

。

。

＜

（
以
下

略
）

（
以
下

略
）
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四

独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
七
十
号
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
業
務
の
特
例
）

（
業
務
の
特
例
）

第
四
条

機
構
は
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
業
務

第
四
条

機
構
は
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
業
務

の
ほ
か
、
次
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

の
ほ
か
、
次
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で

略
）

（
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で

略
）

八

駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
及
び
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁

八

附
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措

業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年

置
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

法
律
第

号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す

も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
一
条
に
よ
る
改
正
前
の
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時

る
業
務
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
当
該
業
務
を
行
う
こ
と
。

措
置
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定

す
る
業
務
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
当
該
業
務
を
行
う
こ
と
。

（
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で

略
）

（
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で

略
）

（
以
下

略
）

（
以
下

略
）
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五

防
衛
庁
設
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
第
一
項

略
）

（
第
一
項

略
）

（
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
所
掌
事
務
の
特
例
）

２

防
衛
庁
は
、
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

２

防
衛
庁
は
、
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
期
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

る
期
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

期

間

事

務

期

間

事

務

平
成
二
十
年
五
月
十
六
日

駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
（
昭
和
三
十

平
成
十
五
年
五
月
十
六
日

駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
（
昭
和
三
十

ま
で
の
間

三
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
の
規
定
に
よ
る
特
別

ま
で
の
間

三
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
の
規
定
に
よ
る
特
別

給
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

給
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
第
三
項

略
）

（
第
三
項

略
）

（
職
員
の
身
分
取
扱
の
特
例
）

（
職
員
の
身
分
取
扱
の
特
例
）

４

第
六
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
五
月
十
六
日
ま
で

４

第
六
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
五
年
五
月
十
六
日
ま
で

の
間
、
同
条
第
一
項
中
「
第
五
条
第
二
十
四
号
又
は
第
二
十
五
号
に
掲
げ
る
事

の
間
、
同
条
第
一
項
中
「
第
五
条
第
二
十
四
号
又
は
第
二
十
五
号
に
掲
げ
る
事
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務
」
と
あ
る
の
は

「
第
五
条
第
二
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務
又
は
同
条
第
二
十

務
」
と
あ
る
の
は

「
第
五
条
第
二
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務
又
は
同
条
第
二
十

、

、

五
号
に
掲
げ
る
事
務
若
し
く
は
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
（
昭
和
三

五
号
に
掲
げ
る
事
務
若
し
く
は
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
（
昭
和
三

十
三
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
の
規
定
に
よ
る
特
別
給
付
金
に
関
す
る
事
務
」

十
三
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
の
規
定
に
よ
る
特
別
給
付
金
に
関
す
る
事
務
」

と
す
る
。

と
す
る
。

（
以
下

略
）

（
以
下

略
）
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六

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
第
一
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で

略
）

（
第
一
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で

略
）

、

、

、

、

第
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

平
成
二
十
年
五
月
十
六
日
ま
で
の
間

第
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

平
成
十
五
年
五
月
十
六
日
ま
で
の
間

16

16

同
条
第
一
項
中
「
第
五
条
第
二
十
四
号
又
は
第
二
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
」
と

同
条
第
一
項
中
「
第
五
条
第
二
十
四
号
又
は
第
二
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務
」
と

あ
る
の
は

「
第
五
条
第
二
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務
又
は
同
条
第
二
十
五
号
に

あ
る
の
は

「
第
五
条
第
二
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務
又
は
同
条
第
二
十
五
号
に

、

、

掲
げ
る
事
務
若
し
く
は
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
（
昭
和
三
十
三
年

掲
げ
る
事
務
若
し
く
は
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
（
昭
和
三
十
三
年

）

」

。

）

」

。

法
律
第
百
五
十
八
号

の
規
定
に
よ
る
特
別
給
付
金
に
関
す
る
事
務

と
す
る

法
律
第
百
五
十
八
号

の
規
定
に
よ
る
特
別
給
付
金
に
関
す
る
事
務

と
す
る

（
以
下

略
）

（
以
下

略
）
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七

厚
生
労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
第
一
項

略
）

（
第
一
項

略
）

（
こ
の
法
律
の
失
効
）

（
こ
の
法
律
の
失
効
）

２

平
成
二
十
年
五
月
十
六
日
ま
で
の
間
、
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法

２

平
成
十
五
年
五
月
十
六
日
ま
で
の
間
、
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法

（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
厚
生
労
働

（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
厚
生
労
働

省
に
特
別
の
機
関
と
し
て
置
か
れ
る
中
央
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
対
策
協
議
会

省
に
特
別
の
機
関
と
し
て
置
か
れ
る
中
央
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
対
策
協
議
会

は
、
本
省
に
置
く
。

は
、
本
省
に
置
く
。


